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消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

◎

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
救
急
隊
の
編
成
及
び
装
備
の
基
準
）

（
救
急
隊
の
編
成
及
び
装
備
の
基
準
）

第
四
十
四
条

救
急
隊
（
次
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

第
四
十
四
条

救
急
隊
（
次
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く

同
じ
。
）
は
、
救
急
自
動
車
一
台
及
び
救
急
隊
員
三
人
以
上
を
も
つ
て
、
又
は

。
）
は
、
救
急
自
動
車
一
台
及
び
救
急
隊
員
三
人
以
上
を
も
つ
て
、
又
は

航
空
機
一
機
及
び
救
急
隊
員
二
人
以
上
を
も
つ
て
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

航
空
機
一
機
及
び
救
急
隊
員
二
人
以
上
を
も
つ
て
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
救
急
業
務
の
実
施
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

。
た
だ
し
、
救
急
業
務
の
実
施
に
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
場
合
に
は
、
救
急
自
動
車
一
台
及
び
救
急
隊
員
二
人
を
も
つ
て
編
成
す
る
こ

る
場
合
に
は
、
救
急
自
動
車
一
台
及
び
救
急
隊
員
二
人
を
も
つ
て
編
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

消
防
署
又
は
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
消
防
署
の
組
織
の
管
轄
区
域
の
全
部
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
が
当
該
管
轄
区

域
内
に
お
い
て
発
生
す
る
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
傷
病
者
に
係
る
救
急

業
務
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を

記
載
し
た
計
画
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。

）
を
定
め
た
と
き
は
、
実
施
計
画
に
基
づ
き
当
該
救
急
業
務
を
実
施
す
る
救
急

隊
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
救
急
自
動
車
一
台
並
び
に
救
急
隊

員
二
人
以
上
及
び
准
救
急
隊
員
一
人
以
上
を
も
つ
て
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

。一

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

二

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号

）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の
区
域

三

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号



）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島
の
区
域

四

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

五

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号

に
規
定
す
る
離
島
の
区
域

３

市
町
村
は
、
実
施
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
救
急
自
動
車
並
び
に
第
一
項
の
航
空
機
に
は
、
傷
病

２

前
項
の
救
急
自
動
車
及
び

航
空
機
に
は
、
傷
病

者
の
搬
送
（
法
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
傷
病
者
の
搬
送
を
い
う

者
を
搬
送
す
る

。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
し
た
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
救

に
適
し
た
設
備
を
す
る

と
と
も
に
、
救

急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
材
料
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な

急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
材
料
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
救
急
隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

３

第
一
項

の
救
急
隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

消
防
吏
員
を
も
つ
て
充
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

消
防
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
課
程
を
修
了
し

一

救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
課
程
を
修
了
し

た
者

た
者

二

救
急
業
務
に
関
し
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る

二

救
急
業
務
に
関
し
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る

者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者

者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者

６

第
二
項
の
准
救
急
隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
消
防
職
員

（
消
防
吏
員
を
除
き
、
常
勤
の
職
員
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
に
限
る
。
）
を
も
つ
て
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

救
急
業
務
に
関
す
る
基
礎
的
な
講
習
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
課
程

を
修
了
し
た
者

二

救
急
業
務
に
関
し
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る

者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者



第
四
十
四
条
の
二

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

第
四
十
四
条
の
二

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
の
長

三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
の
長

の
要
請
に
応
じ
、
航
空
機
を
用
い
て
、
当
該
市
町
村
の
消
防
を
支
援
す
る
場
合

の
要
請
に
応
じ
、
航
空
機
を
用
い
て
、
当
該
市
町
村
の
消
防
を
支
援
す
る
場
合

の
救
急
隊
は
、
航
空
機
一
機
及
び
救
急
隊
員
二
人
以
上
を
も
つ
て
編
成
し
な
け

の
救
急
隊
は
、
航
空
機
一
機
及
び
救
急
隊
員
二
人
以
上
を
も
つ
て
編
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
航
空
機
に
は
、
傷
病
者
の
搬
送

に
適
し
た
設
備
を
設
け
る
と
と

２

前
項
の
航
空
機
に
は
、
傷
病
者
を
搬
送
す
る
に
適
し
た
設
備
を
す
る

と
と

も
に
、
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
材
料
を
備
え
付
け
な

も
に
、
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
材
料
を
備
え
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
救
急
隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
都
道
府
県
の

３

第
一
項
の
救
急
隊
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
都
道
府
県
の

職
員
を
も
つ
て
充
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

職
員
を
も
つ
て
充
て
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
課
程
を
修
了
し

一

救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
課
程
を
修
了
し

た
者

た
者

二

救
急
業
務
に
関
し
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る

二

救
急
業
務
に
関
し
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
識
経
験
を
有
す
る

者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者

者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者



【
附
則
第
二
項
関
係
】

◎

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
職
員
の
特
例
）

（
特
殊
公
務
に
従
事
す
る
職
員
の
特
例
）

第
二
条
の
三

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
警
察
職
員

第
二
条
の
三

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
警
察
職
員

、
消
防
吏
員
、
消
防
団
員
、
准
救
急
隊
員

、
麻
薬
取
締
員

、
消
防
吏
員
（
消
防
団
員
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
麻
薬
取
締
員

及
び
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条

及
び
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
災
害
応
急
対
策
に
職

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
災
害
応
急
対
策
に
職

務
と
し
て
従
事
す
る
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
災
害
応
急
対
策
従
事
職
員
」
と

務
と
し
て
従
事
す
る
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
災
害
応
急
対
策
従
事
職
員
」
と

い
う
。
）
と
す
る
。

い
う
。
）
と
す
る
。

２

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

２

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
務
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
務
と
す
る
。

げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

下
欄
に
掲
げ
る
職
務
と
す
る
。

職
員
の
区
分

職

務

職
員
の
区
分

職

務

一

犯
罪
の
捜
査

一

犯
罪
の
捜
査

二

犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
、
看
守
又
は
護
送

二

犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
、
看
守
又
は
護
送

三

勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状
の
執
行

三

勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状
の
執
行

こ
う

こ
う

四

犯
罪
の
制
止

四

犯
罪
の
制
止

警

察

官

五

暴
風
、
豪
雨
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
そ
の
他

警

察

官

五

暴
風
、
豪
雨
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
津
波
そ
の
他

の
異
常
な
自
然
現
象
又
は
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら

の
異
常
な
自
然
現
象
又
は
火
災
、
爆
発
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
異
常
な
事
態
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
天

に
類
す
る
異
常
な
事
態
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
天

災
等
」
と
い
う
。
）
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助

災
等
」
と
い
う
。
）
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助

そ
の
他
の
被
害
の
防
御

そ
の
他
の
被
害
の
防
禦ぎ

よ

犯
罪
鑑
識
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
運
航
そ
の
他
の
職
務
で

犯
罪
鑑
識
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
運
航
そ
の
他
の
職
務
で

警
察
官
以
外

、
警
察
官
が
こ
の
表
の
警
察
官
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
職

警
察
官
以
外

、
警
察
官
が
こ
の
表
の
警
察
官
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
職



の
警
察
職
員

務
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
警
察
官
と
協
同
し
て

の
警
察
職
員

務
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
警
察
官
と
協
同
し
て

行
う
も
の

行
う
も
の

消
防
吏
員
及

一

火
災
の
鎮
圧

消
防
吏
員

一

火
災
の
鎮
圧

び
消
防
団
員

二

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の

二

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の

被
害
の
防
御

被
害
の
防
禦ぎ

よ

准
救
急
隊
員

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害

（
新
設
）

（
新
設
）

の
防
御

一

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤

一

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤

に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査

に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査

二

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤

二

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤

麻
薬
取
締
員

に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
又
は

麻
薬
取
締
員

に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
又
は

護
送

護
送

三

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤

三

麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤

に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状

に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状

こ
う

こ
う

の
執
行

の
執
行

災
害
応
急
対

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害

災
害
応
急
対

天
災
等
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
被
害

策
従
事
職
員

の
防
御

策
従
事
職
員

の
防
禦ぎ

よ

３

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、
百
分
の
五
十
（
傷
病
補

３

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
率
は
、
百
分
の
五
十
（
傷
病
補

償
年
金
の
う
ち
、
第
一
級
の
傷
病
等
級
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号

償
年
金
の
う
ち
、
第
一
級
の
傷
病
等
級
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
傷
病
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も

に
規
定
す
る
傷
病
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る

の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
、
障
害
補
償
の
う
ち
、
第
一
級
の
障
害
等
級

も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
、
障
害
補
償
の
う
ち
、
第
一
級
の
障
害
等
級

（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
障
害
等
級

該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
、
第
二
級
の
障
害
等
級

に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
）
と
す
る
。

に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
）
と
す
る
。



【
附
則
第
三
項
関
係
】

◎

交
通
安
全
対
策
特
別
交
付
金
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
）

（
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
）

第
一
条

道
路
交
通
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
規

第
一
条

道
路
交
通
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
道
路
交
通
安
全
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す
る
費
用
で
政
令
で
定
め

定
す
る
道
路
交
通
安
全
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
要
す
る
費
用
で
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
当
該
費
用
に
つ
き
国
の
補
助
を
受
け
た
場
合

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
当
該
費
用
に
つ
き
国
の
補
助
を
受
け
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
補
助
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
と
す
る
。

に
あ
つ
て
は
、
当
該
補
助
に
係
る
費
用
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会

一

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会

の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
方
面
公
安
委
員
会
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同

の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
方
面
公
安
委
員
会
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用

じ
。
）
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
に
要
す
る
費
用

イ

信
号
機
、
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示

イ

信
号
機
、
道
路
標
識
又
は
道
路
標
示

ロ

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る

ロ

交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
ロ
に

法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
ロ
に

規
定
す
る
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）

規
定
す
る
交
通
管
制
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）

二

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
で
そ
の
管
理
す
る
道
路

二

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
施
設
の
設
置
で
そ
の
管
理
す
る
道
路

（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
道
路
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
（
道
路
法
第
二
条

る
道
路
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
（
道
路
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。
）
で
総
務
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長

第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。
）
で
総
務
大
臣
が
関
係
行
政
機
関
の
長

と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
要
す
る
費
用

て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
要
す
る
費
用

イ

横
断
歩
道
橋
（
地
下
横
断
歩
道
を
含
む
。
）

イ

横
断
歩
道
橋
（
地
下
横
断
歩
道
を
含
む
。
）

ロ

歩
道
、
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
自
転
車
専
用
道
路
、
自
転
車

ロ

歩
道
、
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
自
転
車
専
用
道
路
、
自
転
車

歩
行
者
専
用
道
路
、
歩
行
者
専
用
道
路
、
他
の
車
両
の
速
度
よ
り
も
遅
い

歩
行
者
専
用
道
路
、
歩
行
者
専
用
道
路
、
他
の
車
両
の
速
度
よ
り
も
遅
い



速
度
で
進
行
し
て
い
る
車
両
を
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

速
度
で
進
行
し
て
い
る
車
両
を
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
車
線
（
登
坂
車
線
を
含
む
。
）
、
中
央
帯
、
主
と
し
て
車
両
の
停
車
の

る
車
線
（
登
坂
車
線
を
含
む
。
）
、
中
央
帯
、
主
と
し
て
車
両
の
停
車
の

用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
路
の
部
分
、
待
避
所
、
路
肩
の
改
良

用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
路
の
部
分
、
待
避
所
、
路
肩
の
改
良

若
し
く
は
視
距
を
延
長
す
る
た
め
の
道
路
の
改
築
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施

若
し
く
は
視
距
を
延
長
す
る
た
め
の
道
路
の
改
築
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施

設
、
道
路
標
示
若
し
く
は
区
画
線
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た
歩
行
者
の
用
に

設
、
道
路
標
示
若
し
く
は
区
画
線
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た
歩
行
者
の
用
に

供
す
る
道
路
の
部
分
の
路
肩
の
整
備
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設
又
は
歩
道

供
す
る
道
路
の
部
分
の
路
肩
の
整
備
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設
又
は
歩
道

、
自
転
車
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
を
有
し
な
い
道
路
に
お
い
て
自

、
自
転
車
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
を
有
し
な
い
道
路
に
お
い
て
自

動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
若
し
く
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す

動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
若
し
く
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す

る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
若
し
く
は
自
動
車
の
通
行
の
用
に
供

る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
若
し
く
は
自
動
車
の
通
行
の
用
に
供

す
る
部
分
の
幅
員
の
縮
小
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設
で
、
緊
急
に
交
通
の

す
る
部
分
の
幅
員
の
縮
小
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設
で
、
緊
急
に
交
通
の

安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
小
区
間
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の

安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
小
区
間
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の

ハ

交
差
点
又
は
そ
の
付
近
に
お
け
る
突
角
の
切
取
り
若
し
く
は
車
道
の
拡

ハ

交
差
点
又
は
そ
の
付
近
に
お
け
る
突
角
の
切
取
り
若
し
く
は
車
道
の
拡

幅
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設
又
は
交
通
島

幅
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設
又
は
交
通
島

ニ

道
路
が
鉄
道
（
新
設
軌
道
を
含
む
。
）
と
交
差
す
る
場
合
に
お
け
る
そ

ニ

道
路
が
鉄
道
（
新
設
軌
道
を
含
む
。
）
と
交
差
す
る
場
合
に
お
け
る
そ

の
交
差
し
て
い
る
道
路
の
部
分
の
舗
装
、
拡
幅
又
は
勾
配
若
し
く
は
交
差

の
交
差
し
て
い
る
道
路
の
部
分
の
舗
装
、
拡
幅
又
は
勾
配
若
し
く
は
交
差

こ
う

角
の
改
良
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設

角
の
改
良
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
施
設

ホ

道
路
標
識
、
柵

、
街
灯
、
道
路
情
報
提
供
装
置
、
道
路
上
の
若
し
く

ホ

道
路
標
識
、
さ
く
、
街
灯
、
道
路
情
報
提
供
装
置
、
道
路
上
の
若
し
く

は
道
路
に
接
す
る
自
動
車
駐
車
場
、
視
線
誘
導
標
、
他
の
車
両
若
し
く
は

は
道
路
に
接
す
る
自
動
車
駐
車
場
、
視
線
誘
導
標
、
他
の
車
両
若
し
く
は

歩
行
者
を
確
認
す
る
た
め
の
鏡
（
第
六
号
に
お
い
て
「
道
路
反
射
鏡
」
と

歩
行
者
を
確
認
す
る
た
め
の
鏡
（
第
六
号
に
お
い
て
「
道
路
反
射
鏡
」
と

い
う
。
）
、
地
点
標
、
区
画
線
又
は
道
路
に
接
す
る
自
転
車
駐
車
場
で
、

い
う
。
）
、
地
点
標
、
区
画
線
又
は
道
路
に
接
す
る
自
転
車
駐
車
場
で
、

安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の

安
全
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の

三

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
一

三

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
救
急
自
動
車
の
設
置
に
要
す
る
費
用

項

の
救
急
自
動
車
の
設
置
に
要
す
る
費
用

四

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
交
通
安
全
教
育
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
に
要

四

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
交
通
安
全
教
育
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
に
要

す
る
費
用

す
る
費
用

五

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
道
路
標
示
の
補
修
に
要
す
る
費
用

五

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
道
路
標
示
の
補
修
に
要
す
る
費
用



六

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
道
路
反
射
鏡
又
は
区
画
線
の
補
修
で
そ
の
管
理
す

六

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
道
路
反
射
鏡
又
は
区
画
線
の
補
修
で
そ
の
管
理
す

る
道
路
に
係
る
も
の
に
要
す
る
費
用

る
道
路
に
係
る
も
の
に
要
す
る
費
用


